
別表第１（第２条第１項） 

資金の種類 
貸付対象 

市町村等 
貸付対象事業 貸付金額 

一般事業資金 市町村等 １ 地方財政法（昭和２３年法律第１

０９号）第５条第５号に該当する事

業であって、地域の発展又は住民福

祉の向上を図るため知事が必要と認

めるもの 

２ 知事が特に必要と認める事業 

 資金は、貸付対象事業に要する経費

のうち、国庫支出金、県支出金及びそ

の他当該事業の経費に充てるための

特定財源を控除した額の７割に相当

する額（以下「貸付限度額」という。）

を限度として予算の範囲内で知事が

定める額。ただし、知事が特に必要と

認めるときは、貸付限度額を超えて資

金を貸し付けることができる。 

特別事

業資金 

防災施設等整

備促進事業資

金 

市町村等 地方財政法第５条第５号に該当する

事業であって、災害に強いまちづくり

の推進又は地域防災力の向上を図るた

め緊急に実施するもののうち、知事が

特に必要と認めるもの 

資金は、貸付対象事業に要する経費

のうち、国庫支出金、県支出金及びそ

の他当該事業の経費に充てるための

特定財源を控除した額を限度として

予算の範囲内で知事が定める額 

市町村合併支

援事業資金 

平成２２年４月１

日以後に合併を行

う市町村 

１ 合併の円滑化のため地域活性化事

業債を財源として実施する事業 

２ 地方財政法第５条各号のいずれか

に該当する事業であって、市町村の

合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）第６条の規定によ

り作成した合併市町村基本計画に基

づいて行う合併後の市町村のまちづ

くりのための建設事業 

 資金は、貸付限度額を限度として予

算の範囲内で知事が定める額。ただ

し、知事が特に必要と認めるときは、

貸付限度額を超えて資金を貸し付け

ることができる。 

平成１８年４月１

日から平成２２年

３月３１日までに

合併した市町村 

１ 総務省の定める合併特例事業推進

要綱の定めるところにより旧合併特

例事業債を財源として実施する事業 

２ 地方財政法第５条各号のいずれか

に該当する事業であって、市町村の

合併の特例に関する法律第６条の規

定により作成した合併市町村基本計

画に基づいて行う合併後の市町村の

まちづくりのための建設事業 

平成１７年３月 

３１日までに合併

の申請を行い、平

成１８年３月３１

日までに合併した

市町村 

１ 市町村の合併の特例に関する法律

（昭和４０年法律第６号）附則第２

条第２項の規定によりなお効力を有

することとされる同法（以下この表

において「旧合併特例法」という。）

第１１条の２の規定により当該市町

村の合併に伴い特に必要と認められ

るものに要する経費の財源に充てる

ために起こす地方債を財源として実

施する事業 

２ 地方財政法第５条各号のいずれか

に該当する事業であって、旧合併特

例法第５条の規定により作成した市

町村建設計画に基づいて行う合併後

の市町村のまちづくりのための建設

事業 



公社等保有土

地の再取得等

事業資金 

土地開発公社又は

市町村の依頼に基

づく土地の取得及

び処分を業務とす

る一般財団法人

（一般社団法人及

び一般財団法人に

関する法律及び公

益社団法人及び公

益財団法人の認定

等に関する法律の

施行に伴う関係法

律の整備等に関す

る法律（平成１８

年法律第５０号）

第３８条の規定に

よる改正前の民法

（明治２９年法律

第８９号）第３４

条の規定により設

立された法人に限

る。）（以下「公

社等」という。）

の経営改善に関す

る方策を積極的に

講じている市町村 

１ 公社等が市町村の債務保証又は損

失補償を付した借入金によって取

得した土地（以下「債務保証等対象

土地」という。）であって、５年以

上保有しているもの（公共用地又は

公用地として利用することが明ら

かであると認められる土地であっ

て、施設整備の基本内容が定まって

いるものに限る。）を取得する事業 

２ 公社等が保有する土地のうち市町

村が買い取ることなく供用を開始し

ているものを取得する事業 

３ 公社等の債務保証等対象土地に係

る借入金の返済のため、市町村が無

利子の貸付けを行う事業 

 資金は、貸付対象事業に要する経費

のうち、国庫支出金、県支出金及びそ

の他当該事業の経費に充てるための

特定財源を控除した額を限度として

予算の範囲内で知事が定める額 

水道総合対策

事業資金 

次のいずれかに該

当する事業を実施

する市町村等 

(１)前年度の給水

原価が県営水道

事業の給水原価

を基礎として知

事が別に定める

額を超える水道

法（昭和３２年法

律第１７７号）第

３条第２項に規

定する水道事業 

(２)水道法第３条

第４項に規定す

る水道用水供給

事業 

 貸付対象市町村等の欄に規定する市

町村等が行う同欄の(１)又は(２)の事

業であって、その経営上資金不足を生

じたもの 

１ 貸付対象市町村等の欄の(１)の

水道事業で、県営水道料金との格差

是正のため、資金不足が生ずるもの

については、当該水道事業の経営状

況及び当該市町村（一部事務組合の

場合は、当該構成市町村）の財政力

等を勘案の上、当該資金不足額を限

度として予算の範囲内で知事が定

める額 

２ 貸付対象市町村等の欄の(２)の

水道用水供給事業で資金不足が生

ずるものについては、当該水道用水

供給事業の経営状況及び当該市町

村（一部事務組合の場合は、当該構

成市町村）の財政力等を勘案の上、

当該資金不足額を限度として予算

の範囲内で知事が定める額 

 備考 資金の額は、１件につき３００万円以上とし、１０万円未満の端数は付さないものとする。 

 
 
別表第２（第３条） 

資金の種類 貸付利率 貸付期間 据置期間 償還方法 償還期日 違約金 

防災施設等整備促進

事業資金及び市町村

合併支援事業資金 

無利子 １２年以内（防災

施設等整備促進事

業資金（貸付対象

事業により整備す

る施設の耐用年数

（地方財政法第５

条の２の耐用年数

をいう。）が１２

年を超えるものに

限る。）にあって

は、２０年以内） 

２年以内 元利均等年

賦償還 

毎年３月 

３１日 

年１０パー

セント 



一般事業資金、公社等

保有土地の再取得等

事業資金及び水道総

合対策事業資金 

地方債に係る財政融資資金の

うち固定金利方式の財政融資

資金であって、貸付けを受け

ようとする資金と貸付期間及

び据置期間が同一であるもの

の貸付利率の２分の１の率 

備考 

  １ 利息の計算については、資金を貸し付けた日は算入しない。 

  ２ 貸付期間の算定については、資金の貸付けを決定した日の属する年度から起算する。 

  ３ 違約金の算定に係る日割計算については、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合とする。 


